
 １９　食品衛生条例等営業施設

計 福井 坂井 奥越 丹南 二州 若狭

164 98

213 148 2 2

377 246 2 2

377 246 2 2

※令和3年6月1日以降、魚介類行商営業は食品衛生法に基づく営業届出に移行しました。

計 福井 坂井 奥越 丹南 二州 若狭

461 430 423 60 16 14 45 181 107

※令和3年6月1日以降、食品衛生条例許可および登録は廃止となりました。 (令和5年4月1日～令和6年3月31日)
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（３）健康福祉センター別食品衛生条例許可および登録件数

　　　　　 業 種
センター名

許　可　営　業 登録営業

魚介類加工業 漬物製造業 小　計 魚介類行商営業

合　　　　　計

（２）年度別健康福祉センター別ふぐ処理施設数

(令和6年3月31日現在)

　　　　　　　　　　　　　　年　度
　施　設

令和
3年度

令和
4年度

令和5年度

許 可 営 業

魚 介 類 加 工 業

漬 物 製 造 業

小 計

登 録 営 業 魚介類行商営業※

（１）年度別健康福祉センター別食品衛生条例営業施設数

(令和6年3月31日現在)

　　　　　　　　　　　　　　年　度
　施　設

令和
3年度

令和
4年度

令和5年度

59


